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平成２９年第１回定例会 

 

別 海 町 議 会 会 議 録 

 

第４号（平成２９年 ３月１７日） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

〇議事日程 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        特別委員会付託事件審査結果報告 

平成２９年度別海町各会計予算審査特別委員会付託事件 

（町長提出議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案 

第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案 

第８号） 

日程第 ３        各議案の討論・採決 

（１）平成２９年度別海町各会計予算審査特別委員会付託 

事件 

（町長提出議案第１号、議案第２号、議案第３号、 

議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７ 

号、議案第８号）       

（２）別海町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制 

定について 

                 （町長提出議案第１７号） 

（３）特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

（町長提出議案第１８号） 

（４）教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条 

例の一部を改正する条例の制定について 

（町長提出議案第１９号） 

（５）職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

（町長提出議案第２０号） 

（６）職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

（町長提出議案第２１号） 

（７）別海町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例 

の制定について 

   （町長提出議案第２２号） 

（８）別海町防災会議条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

   （町長提出議案第２３号） 
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（９）別海町町税条例等の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

                 （町長提出議案第２４号） 

（10）別海町児童館条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

   （町長提出議案第２５号） 

（11）別海町立認定こども園設置条例の一部を改正する条 

例の制定について 

   （町長提出議案第２６号） 

（12）別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例の 

制定について 

   （町長提出議案第２７号） 

（13）別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

（町長提出議案第２８号） 

（14）別海町介護保険法に基づく指定地域密着型サービス 

の事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条 

例の一部を改正する条例の制定について 

   （町長提出議案第２９号） 

（15）別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防 

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地 

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

   （町長提出議案第３０号） 

（16）別海町地域包括支援センター条例の一部を改正する 

条例の制定について 

（町長提出議案第３１号）       

（17）別海町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の 

制定について 

   （町長提出議案第３２号）        

（18）別海町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について              

   （町長提出議案第３３号）      

（19）別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制 

定について 

                 （町長提出議案第３４号）       

（20）町立別海病院事業の設置等に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について 

                 （町長提出議案第３５号）    

（21）別海町ホームヘルプサービス事業条例を廃止する条 
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例の制定について 

（町長提出議案第３６号）       

（22）別海町生涯学習推進協議会設置条例を廃止する条例 

の制定について 

                 （町長提出議案第３７号）       

（23）工事請負契約の締結について（根室中部３号主要幹 

線改良舗装工事） 

                 （町長提出議案第３８号）       

（24）工事請負契約の締結について（中西別上風連線改良 

舗装工事） 

                 （町長提出議案第３９号）       

（25）辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につい 

て  

（町長提出議案第４０号）       

（26）町道の路線認定及び廃止について 

                 （町長提出議案第４１号）       

日程第 ４ 発議第 １号 日ロ両国における相互信頼関係の構築等を求める意見書に 

ついて 

日程第 ５        議員派遣の件 

日程第 ６        委員会の閉会中の継続調査の件 

 

○会議に付した事件 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        特別委員会付託事件審査結果報告 

平成２９年度別海町各会計予算審査特別委員会付託事件 

（町長提出議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案 

第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案 

第８号） 

日程第 ３        各議案の討論・採決 

（１）平成２９年度別海町各会計予算審査特別委員会付託 

事件 

（町長提出議案第１号、議案第２号、議案第３号、 

議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７ 

号、議案第８号）       

（２）別海町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制 

定について 

                 （町長提出議案第１７号） 

（３）特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

（町長提出議案第１８号） 

（４）教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条 

例の一部を改正する条例の制定について 



─ 4 ─ 

（町長提出議案第１９号） 

（５）職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

（町長提出議案第２０号） 

（６）職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

（町長提出議案第２１号） 

（７）別海町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例 

の制定について 

   （町長提出議案第２２号） 

（８）別海町防災会議条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

   （町長提出議案第２３号） 

（９）別海町町税条例等の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

                 （町長提出議案第２４号） 

（10）別海町児童館条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

   （町長提出議案第２５号） 

（11）別海町立認定こども園設置条例の一部を改正する条 

例の制定について 

   （町長提出議案第２６号） 

（12）別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例の 

制定について 

   （町長提出議案第２７号） 

（13）別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

（町長提出議案第２８号） 

（14）別海町介護保険法に基づく指定地域密着型サービス 

の事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条 

例の一部を改正する条例の制定について 

   （町長提出議案第２９号） 

（15）別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防 

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地 

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

   （町長提出議案第３０号） 

（16）別海町地域包括支援センター条例の一部を改正する 

条例の制定について 

（町長提出議案第３１号）       
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（17）別海町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の 

制定について 

   （町長提出議案第３２号）        

（18）別海町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について              

   （町長提出議案第３３号）      

（19）別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制 

定について 

                 （町長提出議案第３４号）       

（20）町立別海病院事業の設置等に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について 

                 （町長提出議案第３５号）    

（21）別海町ホームヘルプサービス事業条例を廃止する条 

例の制定について 

（町長提出議案第３６号）       

（22）別海町生涯学習推進協議会設置条例を廃止する条例 

の制定について 

                 （町長提出議案第３７号）       

（23）工事請負契約の締結について（根室中部３号主要幹 

線改良舗装工事） 

                 （町長提出議案第３８号）       

（24）工事請負契約の締結について（中西別上風連線改良 

舗装工事） 

                 （町長提出議案第３９号）       

（25）辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につい 

て  

（町長提出議案第４０号）       

（26）町道の路線認定及び廃止について 

                 （町長提出議案第４１号）       

日程第 ４ 発議第 １号 日ロ両国における相互信頼関係の構築等を求める意見書に 

ついて 

日程第 ５        議員派遣の件 

日程第 ６        委員会の閉会中の継続調査の件 

 

○出席議員（１６名） 

     １番 小 椋 哲 也        ２番 外 山 浩 司    

     ３番 大 内 省 吾        ４番 木 嶋 悦 寛    

     ５番 松 壽 孝 雄        ６番 森 本 一 夫    

     ７番 今 西 和 雄        ８番 西 原   浩    

     ９番 沓 澤 昌        １０番 小 林 敏 之    

    １１番 瀧 川 榮 子       １２番 戸 田 憲 悦    

    １３番 中 村 忠 士       １４番 渡  政     
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副議長 １５番 佐 藤  雄   議 長 １６番 松  政 勝    

 

○欠席議員（ ０名） 

 

○出席説明員 

町     長 曽 根 興 三   副 町 長        佐 藤 次 春    

教  育  長 伊 藤 多加志   総 務 部 長        竹 中   仁    

福 祉 部 長        河 嶋 田鶴枝   産業振興部長        佐 藤 則 夫    

建設水道部長        宮 越 正 人   教 育 部 長        中 谷 隆 弘    

病 院 事 務 長        大 槻 祐 二   会 計 管 理 者        田 保 圭 乙    

監査委員事務局長        佐 藤   敏   農委事務局長        山 崎   茂    

総 務 部 次 長        浦 山 吉 人   建設水道部次長        金 田 秀 幸    

教 育 部 次 長        下 地   哲   総 務 課 長        浦 山 吉 人    

総合政策課長        佐々木 栄 典   財 政 課 長        阿 部 美 幸    

税 務 課 長        中 村 公 一   防災交通課長        宮 本 栄 一    

福 祉 課 長        山 田 一 志   介護支援課長        今 野 健 一    

町 民 課 長        青 柳   茂   保 健 課 長        小 湊 昌 博    

老 健 事 務 長        伊 藤 輝 幸   農 政 課 長        門 脇 芳 則    

水産みどり課長        干 場 富 夫   商工観光課長        川 畑 智 明    

管 理 課 長        伊 藤 一 成   事 業 課 長        金 田 秀 幸   

上下水道課長        小 島   実   学 務 課 長        入 倉 伸 顕    

生涯学習課長        下 地   哲    

 

○議会事務局出席職員 

事 務 局 長 登 藤 和 哉   主     幹 田 畑 直 樹    

 

○会議録署名議員 

１０番 小 林 敏 之       １１番 瀧 川 榮 子    

１２番 戸 田 憲 悦    

 

    開議 午前 ９時５６分 

────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（松政勝君） 定刻前でございますが、皆さんおそろいなので始めたいと思いま

す。 

おはようございます。 

ただいまから、第９日目の会議を開きます。 

ただいま出席している議員は、１６名であります。定足数に達しておりますので、直ちに

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
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○議長（松政勝君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定により、議長において指名いたします。 

１０番小林議員、１１番瀧川議員、１２番戸田議員、以上３名を指名いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２ 特別委員会付託事件審査結果報告 

○議長（松政勝君） 日程第２ 特別委員会に付託いたしました議案の審査結果の報告を

議題といたします。 

ここでお諮りします。 

平成２９年度別海町各会計予算審査特別委員会に付託し審査されました、議案第１号から

議案第８号までの８件につきましては、全員をもって構成した予算審査特別委員会ですの

で、委員長の報告は省略したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長の報告は省略することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３ 各議案の討論・採決 

○議長（松政勝君） 日程第３ 各議案の討論、採決を行います。 

平成２９年度各会計予算の採決に入る前にお諮りします。 

本件は、全議員で構成する予算審査特別委員会で、質疑、討論、採決が行われておりま

す。 

つきましては、議会運営委員会の協議に基づき、討論は省略いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、平成２９年度各会計予算の討論は省略することに決定しました。 

それでは、平成２９年度各会計予算の採決に入ります。 

初めに、議案第１号平成２９年度別海町一般会計予算を採決します。 

予算審査特別委員会では反対討論がされておりますので、本件につきましては起立により

採決をいたします。 

本案を原案のとおり決定することに、賛成する議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（松政勝君） 起立多数であります。 

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました 

次に、議案第２号平成２９年度別海町国民健康保険特別会計予算を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３号平成２９年度別海町下水道事業特別会計予算を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４号平成２９年度別海町介護サービス事業特別会計予算を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第５号平成２９年度別海町介護保険特別会計予算を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第６号平成２９年度別海町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第７号平成２９年度町立別海病院事業会計予算を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第８号平成２９年度別海町水道事業会計予算を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

ここで申し上げます。 

ただいま、議案第１号から議案第８号までの平成２９年度別海町各会計予算について、全

て決定しましたので、平成２９年度別海町各会計予算審査特別委員会はただいまをもって解

散といたします。 

戸田委員長、渡副委員長初め、委員の皆様、御苦労さまでございました。 

 議案第１７号別海町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入り

ます。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 
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議案第１８号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

議案第１９号教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

議案第２０号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討

論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

議案第２１号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論

に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

議案第２２号別海町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例の制定についての討論に

入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

議案第２３号別海町防災会議条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入りま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

議案第２４号別海町町税条例等の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

議案第２５号別海町児童館条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

議案第２６号別海町立認定こども園設置条例の一部を改正する条例の制定についての討論

に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

議案第２７号別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入

ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 
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本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

議案第２８号別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

議案第２９号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

議案第３０号別海町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

議案第３１号別海町地域包括支援センター条例の一部を改正する条例の制定についての討

論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

議案第３２号別海町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入
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ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

議案第３３号別海町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

の討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

議案第３４号別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入り

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。 

議案第３５号町立別海病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ての討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

議案第３６号別海町ホームヘルプサービス事業条例を廃止する条例の制定についての討論

に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 
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本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

議案第３７号別海町生涯学習推進協議会設置条例を廃止する条例の制定についての討論に

入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

議案第３８号工事請負契約の締結について（根室中部３号主要幹線改良舗装工事）の討論

に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

議案第３９号工事請負契約の締結について（中西別上風連線改良舗装工事）の討論に入り

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

議案第４０号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

議案第４１号町道の路線認定及び廃止についての討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 
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これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 

◎委員会付託省略の議決 

○議長（松政勝君） ここでお諮りします。 

日程第４ 発議第１号については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付

託は省略いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第４ 発議第１号については、委員会の付託は省略することに決定いた

しました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第４ 発議第１号 

○議長（松政勝君） 日程第４ 発議第１号日ロ両国における相互信頼関係の構築等を求

める意見書についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

８番西原議員。 

○８番（西原 浩君） それでは、日ロ両国における相互信頼関係の構築等を求める意見書

の内容について御説明申し上げます。 

昨年１２月１５日、１６日の日ロ首脳会談で両首脳は、両国の経済協力や北方四島での共

同経済活動などを進展させることにより、両国の交流を進め信頼関係を醸成し、平和条約を

結ぶための基盤づくりを進めることで一致した。 

こうした中、ロシアにおいては２月上旬に名称のついていなかった無人島に、第二次世界

大戦終戦時に日本の降伏文書に署名した将軍や旧日本軍との戦いで知られる将軍などの名前

をつけるという行動に出たほか、２月２２日には北方領土を含むクリル諸島に新たに指弾を

配備することを明らかにしている。 

こうした行為は、日本とロシア両国の信頼関係を築くことに反するばかりではなく、不信

感を増幅させることにつながりかねないものであり、共同経済活動の推進や平和条約締結の

方向性に逆行するものである。 

国においては、ロシア政府に対し、こうした行為は港湾行わないよう強く抗議するととも

に、改めて日ロ両国に相互信頼関係を構築するための協議を行うよう強く要望し、本意見書

を提案するものであります。 

発議第１号、日ロ両国における相互信頼関係の構築等を求める意見書。 

上記の議案を、別紙のとおり別海町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により

提出します。 

平成２９年３月１７日、別海町議会議長、松政勝殿。 

提出者、別海町議会議員、西原浩。 

賛成者、同、松壽孝雄、同、佐藤雄、同、戸田憲悦、同、沓澤昌廣。 
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なお、意見書の朗読について前文は、先ほどの提案理由と同様のため割愛いたします。 

国においては、特に次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。 

１、北方領土内の無人島に、軍人などの名をつけることや、北方領土には、ロシア軍の師

団の配備は行わないこと。 

２、領土返還を求める立場場を堅持し、ロシアとの共同経済活動の推進と日ロ両国の交流

を深め、信頼関係を醸成するための協議を進めること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２９年３月１７日、北海道野付郡別海町議会議長、松政勝。 

意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び

北方対策担当大臣。 

以上であります。御審議の上、議員各位の御賛同により御決定賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（松政勝君） 発議第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

これから討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議員派遣の件 

○議長（松政勝君） 日程第５ 議員派遣の件を議題といたします。 

内容については、お手元に配付のとおりであります。 

お諮りします。 

議員派遣については、お手元に配付のとおり派遣することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、お手元に配付のとおり派遣することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第６ 委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（松政勝君） 日程第６ 委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定により、所管事務及び所掌事務について、閉会中の

継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（松政勝君） 本日の日程は全部終了いたしました。 

会議を閉じます。 

平成２９年第１回別海町議会定例会を閉会します。 

閉会 午前１０時２５分  

────────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（松政勝君） 町長挨拶。 

○町長（曽根興三君） 第１回町議会定例会の閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げま

す。 

本定例会には、平成２９年度各会計予算など議案４２件を提出させていただき、３月９日

から本日まで実質７日間にわたり御審議をいただきました。 

１日目に先議いただきました平成２８年度各会計補正予算に加え、本日、全ての案件につ

いて御決定を賜りました。心から御礼を申し上げます。 

全てを原案のとおり御決定を賜りましたが、議員各位からいただきました貴重な御意見も

踏まえながら、厳正な予算執行に努めてまいる所存でございます。 

さて、ここで行政報告では触れませんでした何点かにつきまして、御報告をさせていただ

きます。 

まず１点目は、本年４月１日からの町の機構についてでございます。 

平成２９年度には、矢臼別演習場周辺まちづくり構想がいよいよ実施計画策定年度となり

ますが、今後の建設事業実施体制を整備するために仮称生涯学習センター建設準備室、これ

を設置いたします。 

平成３０年度の実施段階で、配置場所を再検討いたしますけれども、平成２９年度につき

ましては総務部に準備室を配置して業務に当たることといたします。御理解をよろしくお願

い申し上げます。 

２点目は、平成２９年度の沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓練の分散実施についてでご

ざいますが、防衛省が１月３１日に訓練計画を公表しております矢臼別演習場での訓練につ

いては、平成２９年１１月中旬から１２月中旬までの予定となっております。 

演習場における訓練の具体的な日程等については、今後、日米間において調整されること

となりますが、情報が入り次第、内容については御報告をいたしたいと考えております。 

３点目は、北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使についてでございます。 

応援大使の期間は本年１月から１２月までの１年間ですけれども、既に別海町成人式にお

いて応援大使ビデオメッセージの放映と４月１日と２日に開催されますオープニングゲー

ム、この招待観戦のペアチケット１００組ですので２００名になりますけれども、無償配布

を行っております。 

また、３月３日には応援大使と１８市町村の代表者によります決起集会が札幌市で開催さ

れまして、私がちょっと公務で行けなかったもんですから、代理として教育長に出席をいた

しました。 
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この決起集会では、北海道シリーズ２０１７ウィーラブ北海道期間中の限定ユニフォーム

とキャップ、それからヘルメットに市町村名が表示される抽せん会が行われました。 

この抽せんで教育長が見事に当たりくじを引き当て、別海町の町名がこのキャップのここ

に表示されることが決定されたところでございます。 

期間については、５月の１２日から１４日、東京ドームでの千葉ロッテマリーンズの３戦

の三日間ということになっております。 

今後も球団による公式ホームページでの１８市町村ＰＲや試合観戦ツアー、また、試合会

場での御当地グルメ販売など各種ＰＲ活動が計画をされております。 

本町といたしましても、これらの催しを通じて別海町を積極的にＰＲするとともに、北海

道唯一のプロ野球球団である北海道日本ハムファイターズと２人の応援大使をファンの皆様

とともに応援をしてまいります。 

次に、今後の日程でございますが、５月中旬ごろに臨時会の招集を予定しております。 

提出案件は下水道終末処理場の建設工事委託に関する協定締結についてを予定をしており

ますが、後日、改めて通知をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。 

結びとなりますが、議員の皆様におかれましては、平成２９年度の町政運営全般にわた

り、これまでと変わらず御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げ、定例会閉

会にあたっての御挨拶とさせていただきます。 

誠にありがとうございました。 

────────────────────────────────── 

◎退職する幹部職員の紹介 

○議長（松政勝君） ここで、本年３月３１日付けで退職されます幹部職員の紹介の申し

出がありますので、お受けいたしたいと思います。 

それでは、町長から紹介がありますので、職員は演壇の前に、議員席に向かって御並びく

ださい。 

○町長（曽根興三君） 議会日程が終了し、委員の皆様におかれましては、お疲れのところ

お時間を割いていただきまして大変ありがとうございます。 

本年３月３１日付けで退職する職員は、一般事務職と専門職合わせて定年退職者が７名、

自己都合等退職者が６名の１３名でございます。 

本日は、次長職以上の幹部職員を紹介させていただき、退職者から一言ずつ御挨拶とさせ

ていただきたいと存じます。 

まず皆様から向かって左側から、まず部長職でございますけれども、佐藤則夫産業振興部

長、田保圭乙会計管理者、滝吉良治別海消防署長。 

次に次長職でございますけども、金田秀幸建設水道部次長、山崎茂農業委員会事務局長、

荒木英二福祉部次長、河嶋正好別海消防所副所長、以上部長職３名、次長職４名が退職とな

ります。 

では、産業振興部長から順次、一言ずつ退任に当たっての御挨拶を申し上げたいと思いま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

（ ・・・ 退職者から、一言ずつ挨拶 ・・・ ） 

（産業振興部長 佐藤則夫 挨拶）（拍手） 

（会計管理者 田保圭乙 挨拶）（拍手） 

（別海消防署長 滝吉良治 挨拶）（拍手） 
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（建設水道部次長 金田秀幸 挨拶）（拍手） 

（農業委員会事務局長 山崎茂 挨拶）（拍手） 

（福祉部次長 荒木英二 挨拶）（拍手） 

（別海消防所副所長 河嶋正好 挨拶）（拍手） 

 

○町長（曽根興三君） 以上で、退職者からの御挨拶を終わらせていただきます。 

本年度は、このように７人の幹部職員が退職となりますが、７人の皆さんが勤務をされて

いた時代は日本全体が激動の時代であり、役場の中でも困難な課題がたくさんありました

が、その中にあって、皆さんがそれぞれ職務に全力を発揮され、町政発展のために尽力され

て来ていただいた方々でございます。 

議員の皆様には、多くの御指導と御鞭撻をいただきましたこと大変お世話になりました。 

私からもお礼を申し上げるところでございます。 

本日は貴重な時間をいただきまして、本当にありがとうございました。 

以上で終わらしていただきます。 

○議長（松政勝君） 皆さん、大変御苦労さまでございました。 

以上で終わります。 
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 上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。 
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